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県道窪野々市線 自転車走行指導帯での街頭指導実施について

県央土木総合事務所

県道窪野々市線は沿線に学校や病院、店舗が立地しており、自転車利

用が多く、歩道上で歩行者と自転車とが混在し危険であったことから安

全な交通を確保するため平成２７年度に金沢市窪町から野々市市扇が丘・

高橋町までの約１．９ｋｍ区間において、自転車走行指導帯を整備しました。

このたび、地元、県、警察、学校関係者等が４月１５日（金）朝７時３０分か

ら自転車通行ルールとマナー周知のために新年度に入って最初の街頭指導を行

います。

→「整備箇所」

金沢市窪町交差点から野々市市扇が丘・高橋町（扇が丘北交差点手前）

までの約L=1.9km

→「整備内容」

自転車走行指導帯 車道路肩部分に自転車走行位置を区画線や自転車ﾏｰｸ等

にて明示



自転車走行指導帯整備区間 L=1.9km

街頭指導箇所

取材対応箇所

(クスリのアオキ三馬店)
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